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～安全な農産物を食卓へ～

「ＧＡＰ手法に関する意見交換会」

議 事 録

－最終版－
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「ＧＡＰ手法に関する意見交換会」

〔ＧＡＰ手法についての情報提供〕

１ 「ＧＡＰ手法（農業生産工程管理手法）の導入・推進について」．

北海道農政事務所消費・安全部安全管理課農産安全第１係長 森下 浩司

２ 「ＧＡＰ手法の取組状況について」．

ＪＡふらのレタス生産部会 岡本 俊 氏

３ 「ＧＡＰ手法の取組状況について」．

（株）マルタ代表取締役社長 佐伯 昌彦 氏

４ 「食品事業者から見たＧＡＰ手法について」．

コープさっぽろ農産物宅配チーフバイヤー 田中 宏人 氏

〔パネルディスカッション・意見交換〕

（パネリスト）

○生産者 ＪＡふらのレタス生産部会 岡本 俊 氏

○生産者 （株）マルタ代表取締役社長 佐伯 昌彦 氏

○食品事業者 コープさっぽろ農産物宅配チーフバイヤー 田中 宏人 氏

○消費者 北海道消費者協会商品テスト部長 河道前伸子 氏

○北海道農政部食の安全推進局農産振興課主幹 椿谷 信雄

○北海道農政事務所消費・安全部安全管理課農産安全第１係長 森下 浩司

（コーディネーター）

○北海道農政事務所消費・安全部消費生活課長 横野 行夫

（ 、 ）出席者数：一般１５７名 マスコミ関係者５名
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〔開 会〕

○司会（北海道農政事務所 横野消費生活課長）

定刻でございますので開会させていただきたいと思います。

本日は、お忙しい中ご出席頂きましてありがとうございます。ただ今から「安全な農

産物を食卓へ～ＧＡＰ手法に関する意見交換会」を開催したいと思います。

私は、本日の進行役を務めます農林水産省北海道農政事務所消費・安全部消費生活課

の横野と申します。よろしくお願いいたします。

本日の意見交換会は、農林水産省北海道農政事務所と北海道の主催で開催するもので

ございます。はじめに、主催者を代表しまして農林水産省北海道農政事務所長の後藤か

らご挨拶を申し上げます。

〔挨 拶〕

○北海道農政事務所 後藤所長

北海道農政事務所の後藤でございます。

本日は大変お忙しい中 「安全な農産物を食卓へ」と題しました「ＧＡＰ手法に関す、

る意見交換会」に、消費者・生産者・食品事業者・地方公共団体をはじめと致しまして

多数の皆様のご参加を頂き、主催者を代表いたしまして心から御礼を申し上げます。ま

た、パネリストの皆さんには年末の大変お忙しい中、快くご出席をお引き受けいただき

まして厚く御礼を申し上げます。

本日の意見交換会は、ＧＡＰ手法がテーマとなっておりますが、このＧＡＰ手法につ

いては、以前 「適正農業規範」と称しておりました。最近になりまして 「農業生産工、 、

程管理手法」と言っており、農業者自らが農作業の点検項目を決定したうえで、記録・

点検・評価を行うという一連の生産工程の管理手法を意味しております。

ＧＡＰ手法は、農産物の安全性の確保のみならず、環境の保全、農産物の品質向上、

あるいは、労働安全の確保などに有効な手法とされているところでございます。このた

め、農林水産省では 「新たな食料・農業・農村基本計画」に基づきまして、農産物の、

リスク管理を目的とする食品安全のための「ＧＡＰ策定普及マニュアル」を、また、環

境保全を目的とします「農業環境規範」を策定いたしまして、その普及に取り組んでき

たところでございます。一方、民間におきましては、ＪＡグループによる生産履歴記帳

運動、日本ＧＡＰ協会による国際水準を視野に入れたＧＡＰ手法の普及等の取組が行わ

れているところでございます。しかしながら、これまでの取組は、各々の取組主体が、

それぞれの目的ごとに別々に推進を図ってきたことから、総合的なＧＡＰ手法に取り組

んでいる産地や農業者の数が少ないという現状にあります。また、ＧＡＰ手法に対する

理解について必ずしも十分なものとはなっておりません。国としましては、このような

状況を改善し、ＧＡＰ手法の更なる普及を図るため、食料・農業・農村政策推進本部で

決定いたしました「２１世紀新農政２００７」におきまして、ＧＡＰ導入の数値目標を

掲げ、積極的に推進することとしたところでございます。これらの状況から、本日の意

見交換会では、ＧＡＰ手法に関わる施策や取組につきまして行政・生産者・食品事業者
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の方々から情報提供を行った後、消費者の方も交えるなかで 「ＧＡＰ手法をどのよう、

に推進していくべきか」につきまして、パネルディスカッションを行うこととしている

ところでございます。

本日の意見交換会が各方面の皆様からの幅広い情報提供と意見交換の場となり、ＧＡ

Ｐ手法に対する問題意識の共有、相互理解に繋がっていくことを祈念いたしまして、簡

単ではございますが、開会のあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。

〔ＧＡＰ手法についての情報提供〕

○司会

本日の進行についてご説明申し上げます。

議事次第をご覧頂きたいと思います。本日の意見交換に先立ちまして、ＧＡＰ手法に

ついて、４名の方から全体で１時間２０分程度の情報提供をいただきます。その後、１

０分間の休憩を取り、１５時１０分を目途に生産から消費まで各段階の関係者を交えた

パネルディスカッションを実施し、その後、会場に参加いただいている皆様方との意見

交換を行いたいと思います。

なお、終了は１６時を予定しておりますのでよろしくお願いいたします。

それでは、ＧＡＰ手法についての情報提供に移りたいと思います。

まず最初に 「ＧＡＰ手法（農業生産工程管理手法）の導入・推進について」農林水、

産省北海道農政事務所消費･安全部安全管理課の森下浩司農産安全第１係長から説明い

たします。その前に、資料の訂正をお願いします。お手元に参考配布しております「さ

あ始めましょう農業の工程管理のすすめ」というパンフレットの第４面において「入門

ＧＡＰ」と表現されていますが 「基礎ＧＡＰ」へ訂正をお願いいたします。、

それでは、森下係長よろしくお願いします。

○北海道農政事務所消費・安全部安全管理課 森下農産安全第１係長

農林水産省北海道農政事務所の森下と申します。よろしくお願いいたします。

「ＧＡＰ手法の導入・推進について」ということでございますが、まず、このＧＡＰ

という言葉についてであります。これは、英語の「Ｇｏｏｄ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａ

ｌ Ｐｒａｃｔｉｃｅ」と言うそれぞれの単語の頭文字を取った略語でございまして直

訳をすれば「良い農業を実践する」というふうに訳することができます。当初、農林水

産省では、このＧＡＰにつきましては「適正農業規範」というふうに言っておりました

が、規範と言いますと、どうしても一定のルールであるとか、何か守らなければいけな

いものであるといったようなニュアンスが強いものですから、現在は、それよりも農作

業等の各工程を一つ一つ管理をする道具（ツール）といったようなことから 「農業生、

産工程管理手法」というふうに名称を変えてございます。

現時点で、ＧＡＰにつきましては認知度が低い状況にありまして、また、ＧＡＰを実

践している農家ですとか産地というものも限定的な状況にございます。そこでＧＡＰ手
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法を実践する農家ですとか、産地の方にとっては、言うまでもございませんけれども、

流通部門、消費者の方にも、是非、ＧＡＰというものを知って欲しいというふうに思っ

ているところでございます。

そこで 本日の内容ですけれども まず ＧＡＰとは ということで 考え方 国、 、 、「 」 「 」、「

際的な動向 「農林水産省の取組 「国としての支援」といった部分をご説明申し上」、 」、

げます。

ＧＡＰ手法の目的ですけれども、記載の通り農業者自らが農産物の安全確保、環境の

保全、または、労働者の安全確保、更には品質の向上等もそうですけれども、これらの

様々な目的を達成するために実践する。これが、農業生産工程管理手法ということにな

りますが、それぞれが作付けする作物、地域の状況、こういったものによって目的が変

わって参ります。また、農家の方ですとか、産地の目指す方向によっても、この目的と

いうのは変化をしてくるということでございます。いずれに致しましても、それらの目

的を達成するために実践をするということが可能であります。

こちらの図はＧＡＰ手法の流れを示したものでございますけれども、①計画（Ｐｌａ

ｎ）②実践（Ｄｏ 、③点検･評価（Ｃｈｅｃｋ 、④見直し･改善（Ａｃｔｉｏｎ）とい） ）

う一連の流れで、ＧＡＰ手法は、これら①から④の四つの取組を繰り返すということで

ございます。一般的には、それぞれの英語の頭文字Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａという部分をとって

ＰＤＣＡサイクルというふうに呼ばれております。

このＰＤＣＡサイクルについて具体的に説明させていただきますけれども、①の計画

の部分においては、目指す目的に応じて各作業工程ごとにどのような点に注意をすべき

かということについて先ずは整理をします。このときに計画した内容、点検項目ですけ

れども、これを確実に実践したかどうかという部分につきまして、次の②実践ですけれ

ども、ここで確認するために点検項目を実践したかを簡単にチェックすることができる

チェックシートというものをあらかじめ作成しておけば、実践の有無の確認というのは

スムーズに行うことができます。②の実践ですけれども、①で計画しましたチェック項

目にもとづきまして実際に農作業を実践いたします。そして確認のためにチェックリス

トを用いて記録をすることが、次の③、④において重要となってきます。③の点検・評

価では、記録したチェック項目を確認しながら確実に実践したかどうかという部分を確

認していきます。日々農作業を行う上で気が付いた問題点ですとか、収穫した農産物の

安全性、品質面で問題になったことなどの分析を行い、あらかじめ計画をした点検項目

の改善点を見出して参ります。④の見直し・改善では、③で明らかになりました問題点

を克服するために点検項目を見直し、チェックリストの改善を図って次の作物の栽培・

管理に生かしていく。これが通常、農家の方々は頭の中で考えて実践をされているとい

うことなんですけれども、紙で整理をして記録を残し、その記録にもとづいて改善をし

ていく。この一連の流れというものでございます。これら①から④までの取組を繰り返

してレベルアップしていくことで、自らの営農をより良く改善をしていく。この取組自

体がＧＡＰでございます。また、これは産地全体としても取り組むことが可能でござい

ます。

よく 「○○農法を実践しているから、ＧＡＰ手法に取り組まなくても良いんでしょ、

うか」といったようなご質問を受ける場合がありますけれども、農法には有機農業、環
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、 、 、境保全型農業 アイガモ農法などいろいろなものがございますけれども ＧＡＰ手法は

これらの農法と決して相対立するものではございませんで、それらいろいろな農法が目

指す目的を効率的に支えるツールというものでございます。ＧＡＰ手法は、その目的に

応じた点検項目というものを設定することによりまして、どんな農法にも活用すること

ができます。

こちらのスライドは有機農業における実践のイメージということで耕起・整地から防

除まで、それぞれの農作業のステージごとの部分で注意すべき点等を示したものでござ

いますけれども、このように各ステージでどのような農作業が必要なのかと言う部分を

整理いたしまして、確実に実践していくというこの考え方がＧＡＰということになりま

す。お手元に配布いたしました資料の最後の方に記録の点検にもとづく問題の改善とい

う部分までを記述いたしました有機農業における実践のイメージというのを添付してあ

りますので、詳しくは後ほどご覧になっていただければと思います。

次に 「ＧＡＰは何を目指すのか」ということなんですけれども、農家ですとか、産、

地の方が栽培・収穫した農産物について、購入する食品事業者ですとか、消費者との信

頼を確保するといったことが、農家、産地の目指す究極の目的であろうと思っておりま

す。この信頼なくしては、継続して購入してもらうということもいかないでしょうし、

特に安全面での信頼性の確保は重要と考えているところでございます。この信頼性の確

保には、農産物を単純に分析検査するということだけでは対応することはできません。

この検査には、多くの時間なりコストがかかることや、通常はサンプリング検査が行わ

れておりますので、統計上、どうしても一定の割合となり、たとえ違反品があったとし

ても見逃してしまうということが避けられないという状況にございます。また、すべて

の農産物を分析検査しているという状況にないものですから、農産物それぞれ個々のも

のをすべて保証するということもできないということになります。そこで、農産物の安

全確保については、収穫をした農産物の検査を行うという、これは結果管理と言います

けれども、これよりも栽培過程ですとか、畑の段階で農産物の安全性を確保するように

留意をしながら農作業を行うということを、これ即ち工程管理ということなんですけれ

ども、この方法が一番効果的な方法であります。農産物の安全確保ですとか、環境保全

等についてＧＡＰ手法を通じて効果的に達成することで農家や食品事業者の信頼性の確

保につながって参ります。

次に、これは国際的な動向ということで民間における取組例ですが、ＧＬＯＢＡＬＧ

ＡＰは今年の９月に、以前のＥＵＲＥＰＧＡＰから名称変更されております。民間の小

売業組合が中心となりまして作成・運営されております。食品安全ですとか環境保全、

農作業安全といった各種法令等の遵守ですとか、すべての作業における留意点という部

分につきまして、重要管理点として作成・公表されております。この重要管理点につい

ては、きちんと守られているかどうかといった部分について認証制度というものも有し

ているところでございます。

イギリスにおける小売業の状況なんですけれども、上位１０社の占拠率が６０％以上

であったということで非常に高かったことから、ＧＬＯＢＡＬＧＡＰの取組が普及しや

すい環境にあったということが言えます。農産物の取引に当たってＧＬＯＢＡＬＧＡＰ

への取組、認証を求めるか否かは、食品事業者の判断ということで１つの例でございま
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すが 「テスコ」これはＥＵ内の大手の量販店ですけれども、国によって要求度が異な、

るということでイギリスではＧＬＯＢＡＬＧＡＰの認証を要求しております。チェコで

は認証を推奨しているという状況でございまして、ＧＬＯＢＡＬＧＡＰの普及に応じた

対応をしているということでざいます。

ヨーロッパ以外の国ですけれども、中国では、チャイナＧＡＰというものに取り組ん

でいるというふうに聞いております。これは、ＧＬＯＢＡＬＧＡＰをもとに作成したも

のであるということでありますので、今後、脅威になってくるのではないかというふう

に思います。

このように、今やＧＡＰの実践というのは世界の潮流でありまして日本だけが遅れる

わけにはいかないという状況でございます。

こちらの表は、ＧＬＯＢＡＬＧＡＰの認証件数、数字的には昨年の１２月現在ですの

で、若干、古いデータですが、農家・農家グループを合わせて約５万９千件、ＥＵ域内

で約４万７千件、ＥＵ域外でも約１万３千件が認証を取得しているということから、相

当数普及をしているということがうかがえます。点線内は、その他の国での認証の取得

状況を表しています。日本においても５件、ＧＬＯＢＡＬＧＡＰの認証を取得している

状況でございます。

次に農林水産省の取組、更には支援の部分についてご説明したいと思います。

こちらは、平成１５年に食品安全委員会が「食の安全性に関する意識調査」というこ

とで、消費者は、食品の生産から消費までのうち、どの段階で不安を感じているかとい

うことについての結果なんですけれども、約８０％の方が生産段階と答えている状況に

ございまして 「生産段階で農産物がどのように栽培されているのか」といったことに、

消費者は不安を持っているということがわかります。この生産段階に対する不安を払拭

するには、農家ですとか産地がＧＡＰ手法というものを導入いたしまして、農作業をき

ちんと管理をしているということを消費者の方にアピールしていくことが必要であると

思います。

農林水産省の取組方針でありますが、現状はＧＡＰの認知度も低く、また、ＧＡＰ手

法に取り組んでいる産地、農業者が限られている状況にあることから、取組にあたって

は、全ての販売農家、産地の関係者にＧＡＰの考え方を普及していくことを目指してお

ります。その際には、パンフレットですとか、基礎ＧＡＰというものを活用していくこ

ととしております。目標では、平成２３年度までに２千産地、この２千産地は、国が関

与をして産地改革に取り組んでいる産地が中心ですけれども、この産地においてＧＡＰ

手法を普及・導入していくこととしております。

農林水産省としてのＧＡＰ手法の導入・推進に向けた施策でありますが、情報交換・

普及啓発・実践支援が三本柱となってございます。情報交換の部分では、農林水産省ホ

ームページに専用コーナーを開設しており、普及啓発についてはパンフレットなり、基

礎ＧＡＰの作成、公表をしています。また 「ＧＡＰ手法導入・推進会議」を開催して、

いるところでございます。実践支援の部分では現在 「ＧＡＰ手法・導入基本マニュア、

ル（仮称 」を作成中ですけれども、マニュアルの作成ということや、普及指導員を対）

象とした研修、更には 「食の安全・安心確保交付金」による実証産地への支援といっ、

たことを進めているところでございます。
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基礎ＧＡＰの構成ということですが、お手元の方にカラー刷りで基礎ＧＡＰの資料を

配布してございますので、そちらを見ていただければと思います。この基礎ＧＡＰはＧ

ＡＰ手法に親しんでもらうために作成したものでございまして、ＧＡＰの考え方を知ら

ない方ですとか、どう取り組んで良いのかわからないといった方向けに作った入門者向

けでありまして、現在、米、麦、大豆、施設野菜、路地野菜、果樹、花といった７品目

について作成をしております。今後、作物については順次追加をしていく予定でござい

ます。一つの品目ごとに重要な概ね２０個の点検項目というものを提示してございまし

て、表紙の裏には構成と活用方法について記載をしているところでございます。

点検項目については時系列毎に土作りの準備から始まりまして、育苗、栽培管理、集

荷に至るまでの全ての工程ごとに点検項目をまとめてございます。点検項目は、三段階

あり、まず、農薬取締法などの法律を守るために必要な項目と農林水産省が推進してい

ます農業環境規範に必要な項目ということになっております。例えば１ページの③にあ

りますけれども、堆肥を活用した土作りですとか、３ページの②にありますように農薬

の使用方法などがそれにあたります。それから、重要項目については作物毎に設定され

ています。こちらも例えば１ページ④の方に食中毒の原因となる病原微生物対策ですと

か、２ページの⑤の重金属による汚染防止といったことなどがそれにあたります。農業

を営む上で必要な点検項目ということになってございます。３ページの①にあるような

種子の購入伝票の保管ということなどがそれにあたります。この基礎ＧＡＰに取り組む

際には、点検項目につきまして削除なり追加をしていただいて農家や産地、が目指す方

向を考慮して使い勝手の良い内容に改善をしていっていただくことが必要でありまし

て、この点がＧＡＰ手法では一番重要な点になります。

「ＧＡＰ手法・導入推進会議」についてでございますけれども、ＧＡＰ手法の導入・

推進に係る国の取組方針について周知をするとともに、情報共有ですとか意見交換を通

じまして国全体としてＧＡＰ手法の導入・推進を図っていくことを目的とし、スライド

に記載の方々を委員と致しまして本年６月に立ち上げられているものでございます。会

議の資料、議事録につきましては、農林水産省のＨＰで公表していますのでご覧になっ

ていただくことが可能となってございます。

「普及指導員を対象とした研修会」については、農家や産地の段階でＧＡＰ手法に取

り組む際、身近に相談をできる方がいらっしゃるということが非常に重要であり、普段

から農家の方々に栽培指導などを行っている普及指導員さんが最適であろうというふう

に考えているところでございます。農林水産省としては、普及指導員を対象として年に

２回、記載の通りの中身で研修会を開催しているところでございます。この研修を受講

された普及指導員の方が地元において、そのほかの普及指導員ですとか、指導者の方に

伝達をしていただければ広まっていくということを期待しているところでございます。

「ブロック別の意見交換会」については、今日のような意見交換会でございます。Ｇ

ＡＰを実践するというのは、農業者の皆さんに止まらず流通サイドなり消費者の皆さん

にも知っていただきたいということで開催しているところでございます。

ＧＡＰ手法に取り組む産地に対しましては 「食の安全・安心確保交付金」による国、

の支援を行っておりまして、スライドにあるようなことに対しましも交付が可能となっ

ているところでございます。昨年度は、約８０ほどＧＡＰに取り組む産地において交付
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金の活用があったという状況でございます。今後においても、ＧＡＰ手法に取り組むと

ころにあっては、積極的に活用していただければと思っております。

次は、ＧＡＰに取り組むメリットの例をまとめたものでございます。ＧＡＰは有機農

業といったいろいろな農法に活用できるツールとの説明をさせていただきましたが、ス

ライドにあるようなメリットがございます。あらかじめ計画を立てることで、更にはそ

の記録を見直すことによりまして、労働力ですとか資材の有効活用ができてコスト低減

にもつながっていくといった経営改善の部分、各作業毎に工程を管理することによって

品質のばらつきが少なくなったり異物混入が少なくなるといった品質の向上の部分、農

産物を買う流通ですとか食品加工業者のニーズに対応した工程管理というものを行うこ

とによりまして、取引がスムーズになったり新たな売り先が確保できるといった事業者

連携の部分、安全確保の部分につきましては農産物というのはどうしても植物でありま

すので土や水や空気などからも有害な化学物質を吸収するというものでありますけれど

、 。も 収穫した農産物をいくら検査しても吸収低減ということには繋がっては参りません

その吸収を低くするという部分があり、ことについては工程管理の実践でしか対応でき

ないというものでございます。

先ほどの安全確保のメリットの部分につきまして、もう少し詳しく説明いたしますけ

れども、農産物に含まれている汚染物質の濃度というのは均一ではなくて、まちまちで

ございます。グラフにすれば、直線ではなくて分布曲線というものになります。何も工

程管理を行っていない場合につきましては左側のグラフ、なお、このグラフはイメージ

図ということでご理解いただきたいと思います。基準値があるとすれば、その基準値を

超えるものについては市場から取り除きますけれども、工程管理をしなければこのグラ

フの形というのはいつまでも変わらないという状況になります。また、基準値を超える

検査はサンプル検査ため、先ほども話をしましたけれども統計学上どうしても一定の割

合で見逃す可能性があります。そこで、汚染物質の吸収を抑制するような点検項目を設

けまして実践しますと汚染物質の濃度は低くなってグラフは左へ移行します。右側のグ

ラフのとおりです。それによりまして、廃棄が少なくなったり、この部分については農

家ですとか産地のメリットですけれども、また、汚染濃度が全体的に低くなり、食品と

して食べる消費者が汚染物質を摂取するということも低くなることから消費者のメリッ

トになるということでございます。

以上、ご説明をさせていただきましたけれども、ＧＡＰ手法とはなにかということを

多少なりともご理解いただければ幸いと考えます。

これで私からの説明は終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。

○司会

ありがとうございました。

次に 「ＧＡＰ手法の取組状況について」ＧＡＰ実践農業者、ＪＡふらのレタス生産、

部会の元部会長であります岡本俊様から説明していただきたいと思います。岡本様は、

富良野市議会議員も務められております。では、岡本様よろしくお願いいたします。

○ＪＡふらのレタス生産部会 岡本 俊 氏
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皆さんご苦労様です。ただ今紹介していただきました岡本です。

富良野のレタスの歴史は昭和５３年からあって、一時は北海道で生産量が１位になっ

たこともございますが、今は、４名の生産者で大体３７ｈａの耕作をしております。ピ

ーク時には１００戸以上の生産者がいましたが、いろいろな事情でこういう状況に至っ

ております。このような状況であるからこそ、ＧＡＰに取り組めたというふうにも思っ

ているところでございます。

私がＧＡＰに取り組むきっかけになったのは、農林水産省のＨＰを見たことにありま

した。この中では、ヨーロッパにおけるＧＡＰの報告というところがあって、それをず

っと読んでいました。その後、岡山に子供が住んでいるということで、岡山に行きまし

たが、子供の住んでいる場所の真向かいに大手のスーパーがありました。私も農業を営

んでいることから、そのスーパーがどのような品揃えとなっているのかを見ることにし

ました。そのなかで、中国産の野菜のコーナーがあってブロッコリーが山のようにあり

ました。この一つ一つのブロッコリーにはタグが付いており 「中国で作っています 、、 」

「ＨＡＣＣＰ基準 「ＳＱＦ２０００」でやっていますと書かれていました。このブロ」、

ッコリーは、中国で作っていて輸入元がドールで、売られているのは日本国内というこ

とです。ＧＡＰに関する農林水産省のＨＰを見て、報告書を読んで、その後、このタグ

を見て驚いたというのが実態でした。１個の小さなブロッコリーが国際基準で動いてい

る。話ではこういうことを聞いていましたが、富良野ではなかなかそういうことを感じ

取れるようなスーパーはないし、店にもおかれていない。むしろ地元の農産物を大切に

してるという地域ですから。このような都会における農産物の流通の状況を垣間見て、

本当に一瞬の焦りを感じたわけです。そういうことと同時に、自分自身が農業をやりな

がら、どうやってこれからの農業を継続していけば良いのかということを思いました。

富良野で農業が始まって１００年ぐらいの短い期間ですから、どういうふうに物事を進

めていったら良いのか。次の世代に農業をどうやって継いでもらったら良いのかという

ことを悩みながらいたわけです。

ＧＡＰに関して、いろいろなことを取り組んでみて思ったことは 「安全は生産者の、

義務である 「安心は消費者の権利ではないか 、これを我々生産者がしっかりと認識」、 」

しないといけないのではないかと思っております。昨今、中国産農産物への不信感、食

、 「 」品偽装問題だとか これを私たち自身が 対岸の火事と思ってはいけないんではないか

というふうに思っております。ですからこれは、北海道農業に対する信頼感を含めて揺

らいでいる。それを自ら払拭する必要性がいま求められているのかなということを改め

て思っているわけです。少なくともＧＡＰの精神というのは、生産者の安全性の義務を

どう果たすかの一つの手法として「ポジティブリスト」プラスこういう発想が求められ

ているのではないかと思っております。

農業をやっていて いつも思うんです 消費者と農家は近くなければいけない 顔、 。「 」、「

の見える関係だ 。そう言いつつ、我々の思いはできた農産物に託すしかないんです。」

それは 「美味しい」だとか「新鮮」だとか、いろいろな思いで消費者の皆さんに届け、

る。それをどう努力するかというのが農家の一つの考えではないかと私は思ってきまし

た。いま、そういう思いを形に表すことが必要ではないかと思っているわけです。そし

て、生産者と消費者との距離を埋める一つの手法にならないものかなと強く思っており
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ます。私どものそういう思いが消費者の皆さんに繋がって、恐らく多くの消費者の皆さ

んは 「国内産は安全だ 「北海道の農産物は安全だ」というイメージを持っていただ、 」、

いているのではないかと思います。ある部分では性善説かもしれません。その性善説を

我々が、しっかり証明する根拠を示すことが求められているのではないかというふうに

思っています。

いま、ＷＴＯとかいろいろな要因による外圧、あるいはグローバル化の中での農業に

ありますが、私たちも 「北海道の農業、日本の農業は安心です」ということをしっか、

りと見つめなければならないのではないかと思っております。それが、日本全体の、ひ

いては私自身の農業の持続性に繋がるのではないかと思っているところでございます。

次に、穀物自給率は２７％、食料自給率は３９％まで低下し、その要因にはいろいろ

。 、 、あるというふうに思います 本日は農林水産省の企画で開催されておりますが ＷＴＯ

ＦＴＡに対するしっかりした方針を立ててもらいたいと思っているんです。少なくとも

韓国は、ＷＴＯに加盟して何をやったかといったら、国内の農業に「施設園芸をやりな

さい 「国はお金を出します 「その売り先は日本ですよ」といって日本をターゲッ」、 」、

トに国内農業を守ったわけです。それの煽りを我々は食っている状況です。それでは、

「日本の農政にそれだけの戦略・戦術があったのかな」と、いま思っています。ですか

ら、それに対抗する一つの方法として、ＧＡＰということを証明していくことを我々は

努力していかなければならないということを強く思っているところでございます。

富良野市における安全・安心への取組では、ＪＡふらのを中心にエコフードの取組と

、 。 、いうことで 栽培履歴や全作物の記帳を実施しております 私どもがＪＡに出す場合は

栽培履歴を出さないと受け取ってくれない。栽培履歴を出さなければ、ＪＡから出して

くださいということになります。また、富良野には多くの青果業者がありますが、青果

業者の皆さんも同じようなスタンスです。富良野の青果業者の皆さんも例えば人参を抜

いたときに栽培履歴を出さないと持っていってくれないということで、そういう環境が

富良野全体にあるということも、私がＧＡＰに取り組んで幸せだなと感じているところ

です。

レタス研究会としては、普及センターと連携しながら、平成１３年度から、ビタミ

ンだとか硝酸だとかそういうものをデータとして持っていて、それを是非多くの人に知

ってもらいたいという思いも底辺にありました。もう一つは、富良野市全体が農産物の

安全性に取り組む支援をしていたということもあります。また、農産物の肥料の袋だと

かビニールだとかを処理するときには、マニフェストの用紙を農協にもらいに行って書

き込みをしてそれを持っていかないと産廃業者は受け取らないというシステムが古くか

ら出来上がっている。そういう環境もＧＡＰに取り組みやすい土壌としてあったのでは

ないかと思っております。

私たちレタス農家としては、継続出荷だとか栽培計画に基づいた持続的な出荷、そし

て品質の向上ということと同時に、内部品質の調査を継続的にやるなど、そういうこと

をやりながら、４農家の奥さん共々ＧＡＰの勉強会をやったり、消費者に安全・安心を

届けようと家族で確認しながら 「ＧＡＰとは何か」からスタートして、その後も試行、

錯誤の中で、普及センター・行政・ＪＡも含めて協力をいただきながら、今まで進んで

いるところです。部会としては背伸びをせず、できることから始めようということで、
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まず、チェックリストの策定の作業に取り掛かってみました。基本的には、先ほどお話

したとおり、ＪＡふらのの生産履歴の記帳でカバーできない部分、新たな危害要因とい

、 、 、 、うことですから レタスの場合は苗に水を掛けますので 大腸菌検査 土壌検査だとか

そういう部分をプラスしました。生産履歴では 「何月何日に肥料をどれだけまいた 、、 」

「何月何日に農薬をどれだけまいた」ということが行われており、それ以外に危害要因

を排除するという視点で作りました。資料に掲載されているのは、昨年のＧＡＰのチェ

ックリスト、管理台帳です。このチェック項目には毎日手を洗うとかいろいろなチェッ

ク項目を取り入れながらやっているところです。働いている皆さんの衛生管理も含めて

このなかでやっております。

具体的にはこのような形で毎日チェックをしながらやっております。ですから 「ダ、

ンボールへのホコリをどう防いでいるのか 「このホコリを防ぐためにシートを覆う」」、

など、そういうことをやっているのかどうかについてのチェック項目を作りました。

「ふらの露地レタス独自ジー・エー・ピー」の特徴では、残留農薬のクリアの徹底、

レタス内部の危害要因の点検、環境への配慮、第三者による取り組みへのアドバイス、

看板の設置があげられます。

残留農薬の基準を守るということでは、先ほど言ったとおり、履歴をやるということ

と同時に、それぞれ農薬庫を持っておりますので、私の場合は農薬庫にノートをぶら下

げて 「何月何日に農薬を使いました 「何袋使いました」と記入しており、子供は子、 」、

供で防除するときに子供の使った農薬の量などをノートに書き込むようにしておりま

す。そういうような形で農薬はいつまいたのか、間違ってまいたことはないのかを自分

自身でチェックできるようにやっております。

レタス内部の危害要因の点検では、先ほど言った硝酸態窒素濃度をずっと点検・検査

しました。これは何故かというと、まだ、硝酸態窒素の含有基準というのは国内ではな

。 。いと記憶しております 平成１３年の時にヨーロッパ基準を適用させていただきました

２０００ｐｐｍ以下というのが基準だったので、富良野を調べると１０００ｐｐｍ以下

ということもあったり、ビタミンＣも他の基準をクリアしている。これを何とか世に出

したいと生産者の皆さんもずっと思いながらやってきたということが、ＧＡＰに取り組

む要因の一つでございました。

環境への配慮では、土壌検査をしながら施肥をやっております。

第三者による取り組みへのアドバイスということで、富良野の消費者協会、栄養士、

保険師の皆さんで委員会を作っていただきました。そして、衛生管理や作業現場、作業

を実際に見ていただくなかで意見をもらっております。

資料にある「ＧＡＰ実践ほ場」の写真は、今の会長のところに立っている看板です。

また、次の写真は、レタス収穫後のほ場です。次が作業中の畑です。

そういうことで、我々２年間の経験ですが、ＪＡ等含めてご意見を頂いておりますの

で、ご覧頂きたいと思います 「記帳を継続してもらいたい」ということと「継続的安。

定出荷をすることにより、外部からの評価が得られるだろう」ということであります。

決して富良野のレタスが流通段階で「ＧＡＰで生産しています」ということはうたって

出荷しているわけではありません。あくまでも、生産者の今の努力というふうにご理解

いただきたいと思っております。
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普及センターからのご意見ですが、作業日誌の記録についての意欲の個人差、継続実

施に関することとなっており、意欲・モチベーションの維持がなかなか大変だと思いま

す。会長に言わせれば 「夜お酒を飲む時間がない 「このような作業をやってみるの、 」、

は大変だ」という声もあるのは事実であります。

次に第三者委員会のご意見でありますが 「整理整頓された作業庫や収穫作業を実際、

」 。 、「 、に見て安心できます という評価をいただいております もう一つは 野菜を扱う際

刃物と土物を区別して扱うなど注意してください」ということであります。

部会員というか仲間の声ですが 「チェックリストへ記録する内容が重複していたこ、

とから改善が必要でないか」という声があります。もう一つは 「衛生管理を意識した、

中で、農作業を行うようになった」との声もありますし 「出荷先からＧＡＰの記帳を、

求められていないので、ややもすると怠け心が起きてしまうのではないか」ということ

や 「続けるということに苦労した」と出されています。やはり、努力が価格や流通で、

評価されれば、こういうことは克服できるのではないかと私は思っているところです。

私たちが、次の取組として考えているのは、来年に向けて「どのようにして、このＧ

ＡＰを取り組むのか」ということであります。もう一つは、富良野は玉葱の大産地でご

ざいますので、こういう制度を他の品目にも広げることによって、それぞれの農家が注

意することとなり 「富良野全体の農業に対する規範が高まるのではないか 、そのよう、 」

なことを思いながら、他のグループにも持ちかけていきたいと思っております。

「ＧＡＰを広めるためにどうしたら良いのか」について、いま、富良野はレタス研究

会だけでの取り組みですから、レベルアップしながらやっていかなければならないと考

えますし、何とかプラスアルファで肩の荷が下りた方法はないのかなとの思いでありま

す。

なかなか道は遠いなと思っております。以上でございます。

○司会

岡本様ありがとうございました。

続きまして、ＧＡＰ手法の取り組み状況について、こちらは、ＪＡ洞爺湖でのＧＡＰ

実践農業者の立場から、株式会社マルタ代表取締役社長の佐伯昌彦様からご説明をお願

いしたいと思います。佐伯様どうかよろしくお願いいたします。

○（株）マルタ代表取締役社長 佐伯昌彦氏

それでは、私の方から説明させていただきます。多少時間が押しており、圧縮して説

明させてもらいますので早口になるかもしれませんがよろしくお願いします。

私自身、株式会社マルタの代表やっておりますが、洞爺湖町というところで農業生産

。 、 、 、 、もしております 主にミニトマト トマト セロリ さくらんぼとかイチゴの観光農園

あとは直売所なんかでいろいろな野菜を売っています。ミニトマトは有機認証を取って

おりまして、そういった管理に対しては、比較的早くから管理の手法を導入していたと

ころです。

株式会社マルタの概要を説明いたします。

約３０年前に九州が発信地です。柑橘から始まっておりますけれども、今は野菜とか



- 14 -

コメとかといったものまで含まれ、全国で北海道から沖縄まで１００地区ぐらいで、約

１千名ぐらいの生産者組織です。生産者の出資によって作られている株式会社です。も

ともとは、持続的農業をめざそうということで、先ず基本は土だということで土作りを

しっかりやろうと、その上に永続的な経営も成り立つという大きな目的を持った生産者

の集まりということですが、あまり細かいことの規定はないんです。堆肥なんかもあり

ますけれども、もともと、ぼかし堆肥がうまく作れない人に供給しているだけで、この

堆肥を使うことが取引条件でも何でもありません。

私どもの、いわゆるＧＡＰの対応といいますか、そういった生産履歴等に関わる仕事

をいつ頃からやってきたかといいますと、古くからやっております。本当に２０年も前

からこういうことはやっているんです。それはなぜかというと、コープさっぽろの田中

さんの方から話があるかと思いますけれども、特に生協の取り組みの中では 「いつ 、、 」

「どこで 「誰が 「どのように」作っているのかということは、当たり前のことと」、 」、

して取り組んできたんですね。いわゆる生協の組合員にそれを知らせるという仕組みは

生協が発足したときからあって、生協に産直をする生産者、あるいは、生産者団体とい

うのは、それがほぼあたり前のこととしてやってきておりました。あえて、このＧＡＰ

というのが導入される前からそういう下地があって、特にマルタというのは、市場流通

である中央卸売市場とか地方市場にはほとんど出荷しない組織で、基本的には直売組織

ですから、それはすでにやっていた。ただ、従来の管理手法よりも、いろいろなこと、

沢山のことが要求されるようになっているというのが、むしろＧＡＰであろうと私は思

っています。

ＪＡ洞爺湖の概要を説明します。ＧＡＰをどのように導入していったのかということ

も必要だと思いますので簡単な概要を紹介します。組合員数は５６３戸ですけれども、

いわゆる主業的経営をやっている方は８割ぐらいとみてよいと思います。主業的経営は

。 、 、４百戸ちょっとだと思います 青果部門の売上げは２０億円弱ですから ＪＡとしては

それほど大きな売上げを持っているわけではない。むしろ畜産の方が大きいですけれど

も。青果の品目は資料のとおりでして、私どもの取り組みの中でＧＡＰの手法を取り入

れている品目は、じゃがいも、人参、かぼちゃ、トマトの一部、ミニトマト、ピーマン

が、いわゆるＧＡＰの手法を入れてやっている部会でございます。もともと洞爺湖農協

というのは、こだわった栽培の取組が早くから行われておりまして、北海道の認証基準

である「ＹＥＳ！ｃｌｅａｎ（イエスクリーン 」が去年の実績でありますけれども１）

７集団・２５５名、ただ、これは重複参加も含めての１７集団であります。それから、

国の認めるところのエコファーマーは９６名となっております。

それではなぜ 「洞爺湖農協にＧＡＰをいれなければならなかったのか」ですが、皆、

さんも今まで聞いたとおりＧＡＰを取り入れることがとても良いものに聞こえると思う

んですね。しかし 「なぜ広がっていないのか」ということを考えて欲しいんですね。、

そんなに良いものだったら、もっととっくに早く広まって良いじゃないのとなるのです

が、入らない理由は、要するに生産者の中には 「記録する」とか 「文書を保管する」、 、

とか、あるいは 「それを即座に公開する」ということは、とても面倒くさいことに感、

じる人が多いんですね 「できれば、そういうことはやりたくない作業」であると私は。

思います 「できれば、全ての時間を生産と販売に全力を尽くしたい」というのが生産。
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現場の本音だと思うんですよね。ただ 「どうしてもＧＡＰ的手法を入れないと取引が、

」 、 、「 、できませんよ と むしろ外圧の方が強くて それを基準として入れてくれたならば

あなたは優良な生産者、あるいは優良な団体として認めますよ」というところが、本音

の部分としてあるのではないかと思います。それが、一つは生協、古くから洞爺湖農協

は、関西のある生協と取り組みをしてきました。そこは 「いつ 「どこで 「誰が」、 」、 」、

というのをきちんとやって欲しいというのがありました。

ＧＡＰの管理基準というのはもう少し上がります。そのＪＡが更に管理基準を上げざ

るを得なかった要因というのは、量販店独自のプライベートブランドの取引先基準とい

うのがあるんですね。そこに販売しようとした場合、それを満たさなければいけない現

実が生まれたわけです。このことに対して 「俺は、従来通りの方法で市場へ出荷する、

から 「俺は、あえてハードルを越えてその取引先基準の方に出していく」と、生産者」、

は二分されて、部会の中でも、それに参加する人と参加しない人を分けさせてもらいま

した。参加することが良いことでもないし、参加しないことが悪いことでもない。最初

に生産者の意思決定がないと、これは進められないものですから。そういった基準を要

求しない青果市場であれば、十分そこでも販売は成り立つわけですし。だからといって

それが、安全が担保されていないということでもないと思います。あとは、契約栽培す

るところのプライベートブランド基準に沿って面倒でもやりましょうという生産者を束

ねてＧＡＰの研修会を開催してきました。ＧＡＰの基準はどんなことかということは、

先ほどご説明がありましたので、ここは省きます。もともとＪＡ洞爺湖では栽培記録と

いうのは栽培記帳的なものとしてやっていました。一つはＪＡの簡易記帳システムをち

ゃんとやりましょうという部分がありましたけれども、一番きっかけになったのは、量

販店の求める要求基準に満たしていくために、平成１５年から、本当にしっかりとやり

ましょうとなった。

私は、ＧＡＰ的管理においては、履歴よりも計画が大事だと思うんです。計画はＧＡ

Ｐのなかで最も重要な位置を占める。例えばグローバルＧＡＰの場合ですけれども、上

位の義務で約６０ぐらいあります。下位の義務で１５０ぐらいあって２１０ぐらいあり

ます。その中にコーヒーとか、ヨーロッパ独特の畜産に係るものとかを適用除外してい

きますと日本で必要なものは、恐らく１５０～１６０あると思います。上位の義務は、

そんなに削れない部分ですね。実際に審査を受ける際には、上位の義務は満点が必要に

なります。下位の義務で５％まで落として良いです。ですから、５０～６０くらいある

上位の義務を満点とって残りの１００を９５点とらなくては認証はおりないですね。そ

ういった一つの基準を一通りチェック項目について皆さんに理解してもらう。実際にチ

ェックしてみてくださいと。そうすると合格するのはチェック項目の半分ぐらいなんで

すよね。９５％は無理にしても８５点くらい取れれば量販店のプライベートブランドに

は乗れますよというところですね。そういうことを理解してもらっているわけです。実

際の導入はそういうことです。どんなチェック項目があるかというと、例えば最初に、

「どのような経営理念を持っていますか」というところから始まりますから、普通の農

家の方は経営理念を書いてないんです。組織図はどうかというと 「お父さんがいて、、

、 」 、 、お母さんがいて パートさんがいて ということになりますが 役割分担を問われたら

慣れていないだけで書こうとしたらできるんですね。また 「農薬を使った場合の残液、
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」 、「 」 、はどうしますか との聞かれ方をすれば タンク周辺に投げるよ という人もいれば

「なくなるまで何回も畑に振っちゃうよ 、あるいは 「別の畑にまいてきちゃうよ 、」 、 」

「空き地に投げてきちゃうよ」という人もいますね。正解はあえて言いませんけれども

・・・。要するに、一つ一つが基準というのは厄介なんですよ。そういったものを理解

させていく作業に大半のエネルギーをそぐ。そのときに計画というのが凄く大切になり

ます。結果よりも計画に８割方エネルギーを注ぎます。使える農薬も最初に登録してし

。 。まいます 私どもには大日本印刷と提携を組んで開発導入した記帳システムがあります

そこに計画を入れちゃうと計画した農薬の回数なり、倍率なり、使用時期を間違えると

チェックがはいるようになっています。そういう仕組みになっていますから、計画を見

て、次に肥料、農薬を投入する場合には、そこでチェックがかかる仕組みを作っておく

と、かなりリスクが回避されるようになります。ＧＡＰの場合には、かなり計画段階に

エネルギーが割かれると思っています。

次に、ＧＡＰに取り組むには栽培指針、要するに経営方針も含めて必要になります。

ＧＡＰの場合は生産者ごとではなく品目ごとの品質基準ですから、例えば、私のミニト

マトは 「どのくらいのレベルのトマトを作ることを目的とします 「どの部分を製品、 」、

外とします 「どこまでを製品内とします」ということをきっちり明確に書き込む必要」、

があります。

栽培履歴とか記録というのは、あたり前のことですね。それから資材台帳、これは当

然裏づけになるもので、農薬とか肥料をこれだけやりましたといっても実際の在庫と合

わなかったらどうなっているのと言われますよね。

収穫・出荷記録については 「いつ 「誰が 「どこで 「どのように」収穫・出荷、 」、 」、 」、

したかを常に記録として残っていなければいけないんです。いけないというよりも自己

防衛のために必要なんです。特に、ポジティブリスト制が導入されてから、違反があっ

た場合、同一管理されたロット単位で出荷停止が決まりますから、本来、自分が投入し

ていなくても飛散等で残留基準以上の農薬が検出されれば出荷停止となります。昨年以

来のヘプタクロル問題が起きますと、どのロットが一律基準を超えたのかを管理を遡っ

て確定しなければなりません。トレースできないと全部出荷停止ということですから大

変です。トレースして 「このロットが駄目だったんですよ」と隔離できるようにする、

ために出荷記録が必要なんです。実際の生産現場に行きますと有機、特栽、慣行栽培を

やっているほ場があって、尚且つそれが、同じ倉庫の中で収穫調整されている場合があ

ります。ラインが分かれていることはなかなか現実には難しいものですから、作業の順

番がどうなっていますかと。通常は有機をやって特栽をやって慣行栽培へと出荷調整を

していくんですけれども、それが逆になった場合、移染等で農薬が出ることもあり得る

ことから 「自己防衛のために、記録も必要ですよ」と私はよく言います。、

最後です。私どもの会社では、グローバルＧＡＰをとっているのが現在、２産地あり

ます。この１２月に申請が降りてくる予定の産地が野菜と果物で２産地あります。

ＧＡＰ導入の場面では要求されるところの諸規定集を作ることに本当にエネルギーを

費やされるのですけれども、規定集を作ってしまうとＧＡＰやったような気になってし

まうんですね。しかし、実際には、それをもとにＰＤＣＡサイクルを回していく作業が

大事で、現状の自分の管理レベルと目指すべき管理レベルのギャップをつめていく作業
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が本来のＧＡＰだと感じています。それは経営において所得を上げるということに関し

てもですね。それから、安全管理にしても基本になる規定集は必要なんですけれども、

それを作っただけで終わらせない。やはり行動が伴わなければいけない。常に改善が伴

っていくものだと思います。それを今後、産地に合った形で自主的に取り組んでいって

。 。 、もらうことが必要になってきます 実は忙しい時期には出来ないものですから この後

終わりまして１０、１１日には洞爺湖でＧＡＰの生産者を集めた勉強会に入ります。現

場で行われていることをどういうふうにＧＡＰに適合させていくか。例えば、農薬保管

庫の要求の中で耐火性のある保管庫に入れなさいとあります。それでは、どこまで耐火

性のあるものかというふうに考えるわけですね。耐火金庫レベルのものなのか。審査員

とのやり取りの中で、木はダメ、ダンボールはダメ、でオイルも缶をきれいにして入れ

ても良いという落し所を探っていくわけです。わざわざ金庫を買う必要はない。これは

あくまで一例ですが・・・

互いにコンセンサスの取り合える手法を取っていくのもＧＡＰの導入には欠かせない

ことだと思います。

お聞き苦しいところもあったかと思いますけれども以上で終わります。どうもありが

とうございました。

○司会

佐伯様、ありがとうございました。

最後になりますけれども食品事業者から見たＧＡＰ手法について、食品事業者の立場

から生活協同組合コープさっぽろ農産部宅配チーフバイヤー田中宏人様からご説明して

いただきます。田中様よろしくお願いいたします。

○生活協同組合コープさっぽろ農産部宅配チーフバイヤー 田中宏人氏

こんにちは。コープさっぽろの田中でございます。

まず、私、昭和５０年に生協に入りまして、お店の担当、バイヤーということでほと

んどそればっかりで現在に至っています。

今日の話す内容については 「小売の立場から見たＧＡＰ手法」ということでござい、

ますが、最初にまず、コープさっぽろについて簡単に説明いたします。昨年度、２ １,
５９億円売っておりまして、店舗と宅配があります。そのうち、農産に限れば店舗２１

５億円、宅配の方で７４億円、合わせて２８９億円の農産物の販売でございます。２０

０７年度は、２，３３９億円が予算でございまして、内容としてはコープ十勝と春から

統合しました。お店のスクラップと新店ということになっております。

コープさっぽろがＧＡＰ手法に取り組んだきっかけについてお話をしたいと思いま

す。２０００年前後から、食品をめぐるいろいろな事件があり、それに対して何らかの

形でシステムを作っていかなければならないといったことから、この手法の開発になっ

てきたということです。とりわけ、２００２年には全国の生協の中でも産地偽装という

事件が起きまして、我々の販売責任が問われる事態となった。それから、昨年のポジテ

ィブリスト導入に向けて、リスクという観点からいえば生産工程の管理ということが大

きなテーマとなってきたということでございます。
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組合員の声、クレームですね。私ども商品品質管理センターというところがございま

して、クレームデータがすべて集約されています。２００４年度は、主として宅配デー

タなんですけれども、品質、鮮度、異物混入といったクレームが非常に多かった。特に

品質では、臭いの問題で「農薬ではないのか」というクレームが非常に多かったという

ことです。そのほか、品目別に出ていますけれども、こういった原因を見れば青果物だ

から天気のせいであると、必ずしもそうはいえないような内容ばかりでした。

異物混入の事例なんですけれども、カイワレ大根のパッケージの中にグロー電球が入

、 。 、っていたとか えっと驚くような事例が結構ありました ここには書いてありませんが

「ミニトマトに動物の毛が付いていたけれども、これは何ですか」など、異物混入に関

してはクレームが多いということでございます。

もちろん、安全・安心ということが前提にありますけれども、クレームの内容を見る

と、ほとんどが商品としての美味しさだとか、栄養だとか品質についての不満が多かっ

たというのが事実でございます。コープさっぽろでは、商品検査室というのはきちっと

あります。私ども農産の方は、直接的には４番目の産直品の点検、これに関しては残留

農薬検査というのを必ず実施するようになっています。今回の主たる発表のテーマなん

ですけれども、生協産直の青果物品質保証システムの開発経緯というものは、今お話し

たように安全・安心の問題だけではなくて商品としての確かさということが基本にあり

まして 「産地と消費者がお互いに良い物を作っていこう 、そのために 「そういった、 」 、

保障システムを作っていこう」ということで、２００５年からこのシステムづくりが提

起されてきております。これは、最終的にお客様に届くまでの全ての段階において仕組

みを作っていこうということでございまして、生産規範というのは、その一部でござい

ます。

お客様が求めている商品、組合員に提供する商品は、やはり期待された品質でなけれ

ばいけないし、その確かさを保証するものであること、暗黙の期待についてもきちんと

管理規範を示して、その基準に準拠していることを確認・検証した結果を担保とするこ

とが求められています。

それから、トレーサビリティー、不適合商品の処理方法の検証、これが機能すること

が求められています。適切に運用するために権限のある品質保証、組織、適切な人員配

置、運用マニュアル、文書規程類の整備、記録保持が求められています。この規範をも

とにシステムの検討会というものを作りまして、それに参加している団体、生協で品質

保証に関する実証実験を行ってきました。この結果を踏まえて、昨年の２月に「品質保

証システム２００６年改訂版」を、今年２月に「２００７年改訂版」を発表しまして、

現実に稼動し実践されております。対象商品は今のところ産直品だけですけれども行く

行くは全商品でという目標も持っております。

２００６年度に「品質普及委員会」というものを作りまして、産地、学識経験者、あ

るいは代表的生協で構成されております 「品質保証システム説明会」というのを２０。

０６年６月に東京、大阪で実施しております。そのほか１３箇所の生協と産地でも実施

しております。

いわゆるこの「規範」について、実際に点検する人間、そういう人を対象に講習会を

２００６年、２００７年にかけて全国９箇所で実施しております。生産者向け説明会を
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大阪と東京でそれぞれ行っております。

コープさっぽろでは、過去９回ほど「産直協議会」というものを行っておりまして、

いろいろな学習会を行っております 今日もお話いただきましたマルタの佐伯様にも Ｇ。 「

ＡＰの取組」ということで、２００５年の春に私どもの学習会に講演いただいておりま

して、２００５年秋には「ポジティブリスト制の対応 「トレーサビリティーの取組」」、

等をやっております。

去年は、ＪＡきたみらいの方から「トレーサビリティーの取組」講演、四国の生姜を

作っている商社ですけれども 「適正農業規範の取組」の講演をいただいております。、

ＪＡふくおか八女というところでは、イチゴの事例で発表していただきまして、生で食

べるイチゴの特性がありますので、センターでの集中パッケージ、ここでの衛生規範と

いうことでは 「手に傷を持った人は、仕事に就かない」との事前の契約書だとか、そ、

ういうものを作って管理をしているなどの報告を受けております。

今年の春は、コロッケ事件もありましたので、私どもの職員から、その報告と今後の

対策等について話がありました。結局のところ、ある一部の商品に関してＤＮＡ検査を

導入するという報告もさせていただきました。あとは毎回なんですけれども、私どもの

バイヤーが全国の産地を回ったときの点検結果についての報告をするということもやっ

てきました。また、多古町の方から適正農業規範を農家の方に簡単にわかりやすく説明

、 。 、した１５分ほどのビデオを作りまして それを発表いただいたりしております あとは

奈良の方から「梅干加工におけるＧＡＰの取組 、そういったものを報告受けました。」

適正規範ですけれども、今年改訂された主な項目、左側が項目でございます。特に一

番大事にしているものは、理念、コンプライアンスですね。まずは、生産者の方に「食

べものを生産している」という基本姿勢を確認してもらいたいというのが特徴でござい

ます。これが、安全・安心のほかに一番大事なことでございます。水管理では、農産物

の洗浄に使う水は飲料水と同等の水を使用という内容になっております。

次に、推奨項目というのがありまして、お手元の別刷り資料のなかで 「衛生管理」、

での推奨項目として「トイレに手洗い場がある」というような項目 「ペットや野鳥、、

部外者等が作業場に入らないようにしている」こういうのがあります。以前、組合員の

クレームという中で 「ミニトマトに動物の毛のようなものが付いている」というクレ、

ームなどがあったりしたんですけれども、よく調べてみると作業場に猫とか犬などが一

緒にいて、それを抱いたりしているうちに付いてしまった。そういったことがございま

して、こうした推奨項目も付いたということでございます。

２０ページ目ですけれども、私どもが産直といっている商品の条件を四つ書いてあり

、 、 、 。「 」、「 」、ますが 主として① ② ③の産地との覚書ですね 産直契約書 産直商品基準書

「産地点検書」です 「産地点検書」とは、先ほどの別刷りでいったようなことでござ。

います。産地点検の取組ですが、今年の場合、私どものバイヤーが年間で３７産地８２

。 、 、品目を現地点検するということで進んでおります このなかで 重要だと思いますのは

生産者リスト、取引先出荷実績ということなんですけれども、これはもちろん守秘義務

がございまして、おおやけにしませんけれども、なぜこれをやるのかということは、か

つて、生協の産地偽装があったときに、物が不足している時に生協から「だせだせ」と

いう。そうすると産地は無理をしてどこからか持ってきて物を入れたりする。そういっ
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たことを踏まえて、産地の生産能力というものをきちんと把握しようと。生産能力を超

えた数が出たら、おかしいんだということ 「産地の全体出荷量に対する自分たちのシ。

ェアというのをきちんと把握しておこう」ということで、これは、何でも知っておくと

いうことではなくて、事故を未然に防ぐためにデータの提出を求めているということで

ございまして、これは、守秘義務として対外的には言わないということになっておりま

す。

私どもバイヤーが、今回の適正農業規範というのは決してコープさっぽろだけがやっ

ているわけではなくて、全国の生協が同じ規範でチェックリストにより点検しようとい

う内容で全部作られております。そのために、点検のレベル、目線がきちんと一致する

ことを目指しておりまして、誰がやっても同じ結果になるというふうなことを目指して

おります。

、「 」点検者に求められることとして 点検表に×印がついてもそれを取引条件にしない

ということをはっきり確認しております。お互い対等な立場でということです。もう一

、「 」、 。つは 産地と生協が一緒になって商品を育てていく 協同でやるんだということです

そして、点検する人が「どの産地でも公平な点検を行う」こととし、この三つのことを

点検者に求めております。

昨年の点検からわかったことなんですけれども、産地グループ・生産者ごとに 「ど、

うしてこの取組をやるのか 「どうしてこの項目があるのか 、あるいは 「何を求め」、 」 、

ているか」という点で認識と意識レベルの差がある。記帳と記録の実施レベルはこの認

識度合いでございまして、よく見てみると産地ごとに事務局がきちっと体制確立してい

るところが、この進捗というのが格段に進んでいるということが言えます。

規範内容について 「この文書をどう解釈するか」ということがありまして、今年の、

改正版に反映させた。それから、ここには出しておりませんが、Ｑ＆Ａみたいな文書も

作りまして、わかり易くしたということです。今年はさらにまた、講習会も目あわせを

。 、 、 、行っております 例えば 北海道の産地でも私どもの生協だけではなくて 関東の生協

大阪の生協、皆取引がある産地が沢山あります。それぞれの生協が 「それぞれ同じ項、

目を点検するということは、いずれなくしていこう」ということで、同じフォーマット

でやって２年目の試運転となっているということでございます。ただ、今年の改訂版は

項目が増え２２５項目になってまして、実際やってみたら、一品３時間ぐらいかかった

りするということで、それはそれで仕方ないと。ポイントについて点検される方もする

方も慣れてくればスピードは上がっていくというふうに思っています。この規範につい

ては、毎年見直すということで、これは議論して毎年改訂していこうというふうになっ

ています。

今後の取組ですけれども「適正農業規範」というのは、主として生産のところなんで

すけれども、もともと 「適正流通規範」と「適正販売規範」この三つをワンセットで、

確かなものを届けるといった考えで作られておりまして 「適正流通規範」は、来年、、

稼動するように今準備中でございます。

、 、今の仕組みは 取りあえず私どもと産地との二者認証という仕組みなんですけれども

第三者認証については、もう少し進んだ段階で方向を決めていきたい。これも、検討課

題に入っております。
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次のスライドは、食をめぐる事件などが沢山起きたときに、組合員さんからいろいろ

な声が上がりまして、今年は特に顕著だったんですけれども 「バイヤーさんたちは、、

」、「 」 、産地で一体どんな検証をしているの 私たちも一回見てみたい との声が起きまして

今年７月１８日に組合員さんを産地にお連れしまして 「実際にこうやって産地の点検、

をしています」と説明している写真です。これは、道内のあるブロッコリーのほ場だと

思います。

。 、次のスライドもブロッコリーの圃場です いわゆる大規模なブロッコリーほ場でして

例えば衛生管理で、ほ場でのトイレの設置状況、手洗い場の設置状況、そういったよう

な点検、コンテナの洗浄はどうなっているのか、そのような確認と聞き取りを行いまし

た。

今の事例については、私どものブログで詳細を書いておりますのでご覧ください。こ

れは 「Ｇｏｏｇｌｅ」で「かかし日記」と入れれば出てきますので。、

次は 「農薬の空中散布という工程に関してどうやっているのか」という点でのブロ、

グによる説明した文書でございます。結論で言えば、特定の日時で地域を決めて、集団

・生産者が立ち会う。トマトハウスは締め切る。特定の業者でやる。成分について全て

の記録が残る。これは、特に、米の部会、トマトの部会含めて協力してやっているとい

うものです。

次の情報もブログで書いております。つまり、私どもの方では、産地の取組というの

をできるだけいろいろな媒体を使ってお知らせしていくという立場でやっております。

今後の方向ですけれども、組合員から「産地に行って見てみたい」という声がでるの

は 「今までの流れだと、どうも信頼面は大丈夫か」という 「本当に自分の目で見て確、 、

かめてみたい」という消費者の不安の裏返しかなと思っております。農薬検査だけでは

もう満足されないということですね。私どもの宅配システムというのは 「産地の新し、

い取組 「安全・安心に対する取組 、あるいは 「確かな商品を届けるという取組」」、 」 、

に対して、新しいことをやった場合には 「その取組をお知らせる」ということを同時、

にやるようにしております。そうしないと、折角やっている努力が知られないというふ

うに思っております。

産地の方は、いわゆる記録をするということでは、一つ問題があるかもしれません。

もう一つは 「高く買ってくれるの」という問題はありますけれども、基本的には安全、

・安心の基本的管理の一つであると私どもは思っております。ただ、複数の産地が選択

するという基準になった時に、我々は間違いなく、進んだ管理手法を取り入れていく産

地を選ぶということはいえるという具合に思っております。

ほぼ、大体時間になりましたのでこれで終わらせていただきます。ご清聴ありがとう

ございました。

○司会

田中様ありがとうございました。

ただ今の時刻は３時１０分ほどでございます。それでは、ここで１０分間の休憩を設

けさせていただき、午後３時２０分から、パネルディスカッション及び意見交換を行い

ます。お時間になりましたら、どうか席にお戻りください。
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〔パネルディスカッション〕

○コーディネーター（横野消費生活課長）

それでは、時間となりましたので、これからパネルディスカッションを開始いたしま

す。

本日のパネリストでございますけれども、本日のテーマに関する意見の発表と討論に

参加願うため、先ほどご説明いただきました４名のほかに、消費者の方及び北海道農政

、 。部からも加わっていただきまして 全員で６名の方にご出席いただいているところです

それでは、パネリストの皆さんをご紹介させていただきます。皆様からご覧になって右

側から、生産者のパネリストとして先ほどご説明いただきました「ＪＡふらのレタス生

産部会・岡本俊様 、そして 「株式会社マルタ代表取締役社長・佐伯昌彦様 、食品事」 、 」

業者のパネリストとしてご説明いただきました「生活協同組合コープさっぽろ農産部チ

ーフバイヤー・田中宏人様 、消費者の立場から 「社団法人北海道消費者協会商品テス」 、

ト部長・河道前伸子様 、行政より 「北海道農政部食の安全推進局農産振興課・椿谷信」 、

雄主幹」でございます。先ほど説明いたしました「北海道農政事務所消費・安全部安全

管理課・森下浩司農産安全第１係長」です。そして、コーディネーターですけれども北

海道農政事務所消費・安全部消費生活課長の横野が務めさせていただきます。

それでは、パネルディスカッションを行いたいと思います。進め方でございますけれ

ども、はじめに先ほどご紹介いたしました６名のパネリストの方で意見交換を行ってい

きます。その後、会場にご出席の皆様から適宜、ご質問、ご意見を頂き全体で意見交換

していきたいと考えております。

、 、それでは 先ほどのご説明をお聞きしてのご意見や違う立場の方に聞いてみたいこと

そういったことなどをパネリストの間で意見交換していきたいと思います。時間の関係

上、ご発言は、お１人２分以内でお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。まず、消費者を代表いたしまして、北海道消費者協会の河道前様より今ほどお聞き

しましたＧＡＰ手法に関する感想、今後、期待することなど、お感じになったことにつ

きましてご発言をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

○消費者（河道前氏）

河道前です。よろしくお願いいたします。

私もＧＡＰについては、ほとんど知らない言葉でした。ＧＡＰというのは、農業生産

工程管理という手法のようなんですけれども、一般消費者の方でＧＡＰを知っている人

は、ほとんどいないと思います。もっとわかりやすい、耳で聞いても、目で見ても、パ

ッとわかるような言葉にして欲しいと思います。ポジティブリストの時も思ったんです

けれども、もともと適正農業規範というのがＧＡＰに変わってきたということで、例え

ば、適正農業手法でも良いんですけれども、何か日本語を先に出して括弧書きでＧＡＰ

とか、そんなふうに書かれているともっと一般消費者の中にも受け入れ易いのではない

かという印象を持ちました。

、 、 「 」あと ＧＡＰの内容について 今まで私たちは 北海道で生産された農産物は安心だ

という心情的な安心感を持っていましたが ＧＡＰ手法を取り入れることによって 心、 、「
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情的な安心感から目で確認できる安全を得られるようになる」との印象を持ちました。

ＧＡＰという言葉からＨＡＣＣＰという言葉を想像してしまったんですが、ＨＡＣＣＰ

というよりは、生産履歴あるいは、トレーサビリティの方が近いのかなとの印象を持っ

たんですけれども。そういう意味で、今までもトレーサビリティに取り組んでいる農家

の方が沢山いらっしゃると思うんですけれども、このＧＡＰの手法を使う農家が増えて

いってくれれば良いなと思いました。

○コーディネーター

今のお話では消費者の皆さんにはＧＡＰという言葉が、ほとんど知られていないので

はないかというお話もございましたけれども、今日は農業関係者以外の方も沢山参加さ

れておりますので、ＧＡＰについての仕組みと状況について、まず、ご理解いただきな

がら、二つ目と致しましては、生産者のメリットと課題について共通の認識を持ってい

ただきまして、最後には、ＧＡＰを広げていくためにはどうしたら良いかというところ

までお話ができればよろしいかと思っております。

それでは、今の消費者としてのご発言に対しまして、北海道農政部の椿谷主幹からコ

メントなり、道としてのＧＡＰの補足があればお願いしたいと思います。

○北海道（椿谷主幹）

北海道庁の椿谷です。よろしくお願いいたします。

ただ今、ＧＡＰに対する期待感についてのお話がございましたけれども、私ども危害

を防止するためには、こうした工程、ＧＡＰの手法というのは非常に有効だと思ってお

り、積極的に推進していきたいと考えております。

現在、道においてどのように取り組んでいるかについてお知らせしたいと思います。

北海道では、食の安全・安心を確保するという観点から、道の条例に基づく「北海道

食の安全・安心基本計画 、あるいは 「北海道農業・農村振興推進計画」において、Ｇ」 、

ＡＰの取組について位置づけてきているところでございます。平成１７年度からは、道

庁のほか、農政事務所、農協関係のホクレン及び北農中央会をメンバーとしました「Ｇ

ＡＰ導入検討会」を開催し、北海道での推進方策を検討してきております。今年の３月

には 「今後の推進方策」を定めたというところとなっております。、

今年の７月には、本道の産地におけるＧＡＰの周知状況というのを調べたところでご

ざいます。道内３８１産地、これは、品目ごとの産地数を合計したもので、地域の重複

はありますけれど、その４５％にあたる１７３産地では、生産者まで周知されておりま

すけれども、残りの５５％に当たる２０８産地では、まだ生産者までは周知されていな

いという状況となっております。まだまだ、普及啓発の取組が必要であるという状況に

なっております。また、実際のＧＡＰの導入状況を調べたところですが、導入済みと答

えたのは、２３％にあたる８６産地となっております。品目の特徴では、麦で７９産地

と全ての産地で導入されております。これは、実需者側からの要望で今年度から一気に

始まったということでございます。そのほか、検討中が４０％の１３７産地、導入済み

合わせますと６割の産地で導入が進みつつあるという状況でございますが、残りの４割

の産地では未検討となっております。その未検討の産地に問題点等を聞いたところ「導
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入のメリットが明確でない」ですとか 「農家にとって記録することにかなり負担とな、

る 、あるいは 「業者に理解を得られない 「具体的に何をしたら良いのかわからな」 、 」、

い 、それから 「現時点で必要性は感じない」ですとか「消費者から強い要望があれば」 、

検討する」などといったものがありました。道としてもこれらのことを改善、あるいは

理解を得ることによって導入を推進していきたいと考えております。

○コーディネーター

。 、 、ありがとうございます 今 道内の状況も含めましてご説明いただきましたけれども

先ほど消費者の方から「ＧＡＰというものがもうちょっとわかりやすい言葉がないの

か 「わかりやすい言葉で訳すことができないのか」とのご意見もございましたけれど」、

も、この話につきましては、後ほどお答えをいただくことにいたしまして、別のご質問

を河道前さんから、今のお話以外にいただきたいと思っておりますが。

○消費者（河道前氏）

先ほどの説明の中で、ＧＡＰがイギリスなどヨーロッパの方から始まったように私と

しては理解したんですけれども、国と国との貿易の中で日本でも必要になってきたのか

どうか。認証制度も取り入れてるパーセンテージが高いところとそうじゃないところと

ありましたけれども、日本の状況ですと認証制度などは今は無理で、まず始めてみよう

という段階かなとの印象ですが、外国と日本との現状がわかればと思いますが。

○コーディネーター

今、ＧＡＰが必要となってきた背景、貿易もあるのだろうかというようなご質問、そ

れから、認証制度なのかどうかということかと思いますが、合わせてＧＡＰという言葉

について、北海道農政事務所の森下係長からお願いしたいと思います。

○北海道農政事務所（森下係長）

ただ今のご質問なんですけれども、ＧＡＰについて国と国との間の取引の部分からの

必要性についてですが、ＧＬＯＢＡＬＧＡＰについては、もともとは業者間取引が始ま

りと理解しておりますので、特に国と国の貿易から始まったということではないと思い

ます。先ほど言いましたようにＧＬＯＢＡＬＧＡＰであれば、ＥＵの域内へ輸出をする

といったような時には、ＧＬＯＢＡＬＧＡＰの認証は必要になるだろうというふうに思

っております。認証については、ＧＬＯＢＡＬＧＡＰについては、独自の認証もありま

すし、ＪＧＡＰについても第三者としての認証がありますが、国としては、そういう状

況よりも、まず、ＧＡＰという考え方を知っていただこうということで、始められると

ころから始めていただくという考えで進めております。

ＧＡＰ手法という言葉については、あくまでも英語からとった略語ということでござ

います。先ほども言いましたが、直訳をすると「より良い農業を実践する」ということ

になりますが、まずは、このＧＡＰ手法という言葉が一般的に広まり、認知度が高まっ

て 「ＧＡＰ手法といえば、こういうことなんだ」となれば、あり難いというふうに思、

っているところでございます。
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○コーディネーター

、 、 。 、ただ今 ＧＡＰは 業者間取引のところから始まったというお話 認証制度のところ

ＧＡＰの言葉について一定程度の答えをいただいております。

続きまして、生産者のメリットと課題というようなところでもお話したいと思います

が、実際に生産者のお二方は導入されているわけですけれども、そのメリットや課題、

このことについてお話していただきたいと思っております。その前に、河道前様より生

産者のメリットと課題のところで何かご質問ありますでしょうか。

○消費者（河道前氏）

先ほどＪＡの方とコープさっぽろの方のお話を聞いてましたけれども、消費者として

は 「ＧＡＰに取り組むことによって価格に上乗せになるのではないか」との心配を持、

つ方も結構いるかと思うんですが、価格の問題はお話の中で触れられなかったように思

います。実際、生産されている方からは、そういう希望があるとのお話も出てきました

が、その辺、農家の方が非常に労力が増えるけれども価格にある程度反映されないと取

り組めないという部分もあるかと思うんですが、その辺のことをお聞きしたいと思いま

す。

○コーディネーター

それでは、今の価格の上乗せの話、あるいは、労力の問題の考え方を含めまして、お

答えいただければと思いますが、よろしくお願いします。

○生産者（岡本氏）

価格の上乗せということなんですが、これをやったから価格が上がるということでは

なくて、むしろ消費者の皆さんに日本の農業だとか北海道の農産物を選んでもらえる。

スーパーに行くと多くの輸入農産物が並んでいる。その傍らに日本の農産物が並んでい

。 、 、る 消費者の皆さんに価格ではなく むしろ日本の農産物を選んでもらうということが

ひいては私たちの農業が出来る根拠になるのではないかというふうに思っております。

僕自身が今現在、価格の上乗せということは考えておらず、説明責任をどう果たすかと

いうことを最優先にＧＡＰに取り組んでおります。価格の上乗せということがあります

が、もう一つＪＡと違うところと取引があり、大型スーパですが、そこの要望として、

「こういうふうに作ってください 「こういうふうに検査してください 「最終的に」、 」、

は２１０品目はクリアになっていますか」とされており、そういうものをちゃんと付け

、 、「 」 、て農産物を出荷しておりますが だからといって じゃあそれが高いのか というと

「 」。 、 、そう高くはない ですから これをやることによって極端な値上がりというよりも

ポジティブリストのように、流通上あたり前の、一つのルールになっていくのではない

かと思っております。むしろ、日本の農産物を選んでもらいたいと思っているところで

す。

労力は、先ほどお話したように毎日チェックをするというのは大変だし、身の回り、

倉庫含めて整理整頓していないといけない。農薬の管理、肥料の管理、農薬と野菜を一

緒に置いてはいけないとか、ダンボールはホコリのかからないように管理をするとか、
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。 。そういう労力というのはあります 僕自身も農業をやっていてレタスを畑で採るんです

レタスは畑にいるときは植物なんです。包丁を入れて箱に入れたらそこからは野菜に、

食べものになる。そこで瞬間変わっていくということをＧＡＰをやりながら意識の変化

として出てきました。

○生産者（佐伯氏）

農産物の価格問題というのは、そう簡単に割り切れる問題ではないと私は思っており

ますけれども、基本的には積み上げ方式だと思っております。実際に一次生産費がどれ

くらい掛かって、流通経費がどれくらい掛かって、その一次生産から流通に係るまでの

安全管理コストというのは、どれくらい掛かるのか。例えば、農薬一斉検査を出荷前に

やりますよと２００項目ぐらいかけると、１品目に４万～５万円掛かります。農産物を

作る前にポジティブリスト、特に北海道では、カボチャを作る場合、必ず土壌残留の検

査をします。ＰＯＰｓ農薬についてはですね。これも掛かります。そういったものをき

ちんと積み上げるという主張を生産者もしてこなかったわけです 「農産物はいくら掛。

かってますよ」ということを生産者もしてこなかった 「消費者に届く前にこれだけ掛。

かっています」ということを。所得というものも農家は欲しいんです 「積み上げプラ。

ス所得をどこまで見ましょうか」というところの議論はなかなかされておりません。国

もですね。目標レベルとはいいますけれども。一戸当たり８００万円とか１，０００万

円とかいいますけれども、そんな水準に達している農家は、数パーセントです。そのこ

とが、まず実現していない中で、価格問題を話すこと自体がおかしいのかなということ

もあるんですけれども、流通に関わっている人たちの市場手数料が７％～今度自由化さ

れてきますけれども 「８～８．５％が妥当なのか」とか、あるいは小売業が携わって、

いる「２５～３０％の粗利というのは妥当なのか」という、そういう議論が何もされな

いなかで消費者というのは価格議論に翻弄されていくことは決して賢いことではないの

ではないか。ただ、安全に係るコストは上がる。その積み上げを許すかどうかというの

はむしろ、消費者も含めて生産者の覚悟だと思いますね。経営努力で改善できる部分、

安全を求めた場合には上がるという消費者の自覚も必要。あるいは国が負担するという

場合もあると思います。

○コーディネーター

なるほどという話でございますが、それでは、コープさっぽろの田中様から、食品事

業者から見たＧＡＰというものについて、評価なり販売価格への考え方も含めましてお

話いただければと思います。

○食品事業者（田中氏）

私ども産地へ実際に点検に行きまして、例えば、チェック項目で×印が付いて、それ

を改善するのに、その産地では、非常に投資、お金が掛かる場合があります。どうして

いるかといえば、まずは 「私ども無理は言いませんので出来るだけお金をかけない形、

、 」、「 」で 少しずつ改善してください ×が付いたからといって取引を止めるわけではない

とのお話をしてきております。ですから、その項目を○にするために、莫大な投資だと
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。 、かいうのは無理には求めない立場できております 小売の立場で見まして結局のところ

宅配システムを例に挙げますと、具体的に市場でどこの産地でも良いから買っていると

いうやり方はしていないんですよね。基本的には、全ての商品がどこの産地という形で

決まっているんです。そういうなかで、こっちが高いとか安いとかということよりも、

「事前に産地を決める」ということが重要でして、その選択の基準で、産地側でこうい

った管理システムを導入しているというときには、我々も選択しやすいという背景があ

。 「 、 」ります 今まで産地の方から こういった取組をやっているんで その分見てください

といわれたことは過去にあまり記憶にないんです。逆に言えば、決まった産地のものを

我々もこういった取組をやっているという宣伝をしながら、販売しているというのが実

態でございます。

○コーディネーター

、「 、 、お三方のお話では 現状においては 価格へ直ぐに上乗せする形ではないけれども

安全性に配慮しているという信頼のもとで産地として取引がなされている 、こういっ」

たお話だったと思います。それでは、お話を進めますが、ＧＡＰの取組が広まっていく

ように必要な点を少しディスカッションしたあと、会場の皆さんからもご意見をいただ

きたいと思います。

今までのお話を聞いて河道前様は、ＧＡＰを広げるためにはどのようなことが必要か

といったところをお聞きしたいと思います。

○消費者（河道前氏）

消費者もいろいろな立場の人がいると思うんですけれども、消費者協会としては、生

産者の皆さんがこだわりを持って頑張って生産してきたもの、国内・道内産のものを一

生懸命に買い支えたいという気持ちを十分に持っています。

ＧＡＰに限らずクリーン農産物についても、店頭においてなかなか表示がされなくて

わからないということが何年もあったんですけれども、一生懸命に安全性を考えて作っ

ているのであれば、取り扱い業者が消費者に分かるよう店頭に表示して欲しいと思いま

す。今、良くスーパーでも「○○村の○○さんが作りました」というような表示が写真

などであると、私たちも「こういう人が作っているのか」と、信頼して買いたくなると

いうこともありますので、消費者が買う末端のところでよくわかるようにＰＲして欲し

いなと思います。

○コーディネーター

それでは、どのようにしてＧＡＰを広めたら良いのかということを岡本様、佐伯様か

らご意見がありましたらお伺いしたいと思います。岡本様からお願いいたします。

○生産者（岡本氏）

富良野におけるＧＡＰのレベルで、流通に乗れるかどうかということを皆さんも思う

かもしれませんが、私はできれば、ＧＡＰ手法による安全な農産物について、消費者に

対していろいろなメディアも活用しながら伝えていかなければならない。それがまた、
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生産者へフィードバックできれば広がっていくのではないかと思っています。現実の話

をすれば、やっとポジティブリストという言葉を農家が覚えて、なんとなく理解できて

きたかと思ったときに、改めて「ＧＡＰという言葉は何なのか」ということがあるもの

ですから。まず、先ほど消費者の方のお話がありましたとおり、ＧＡＰとは何かを含め

てＰＲ活動していきたいし、富良野の独自のＧＡＰを成功して周りに広げていく生産者

の努力も必要かと漠然と思っています。

新聞を読めば「ＷＴＯ 「ＦＴＡ」だとか、めちゃくちゃ頭の中が混乱しています。」、

そのうえまた 「ＧＡＰ」ですから、現場の生産者も「何だそれ」となったのが現実で、

す。時間をかければ徐々に認知される制度ではないか。それによって、安全性を担保し

て消費者に選んでもらえる規範を少しずつ作っていくことが私の願いであります。

○コーディネーター

それでは、佐伯様よろしくお願いいたします。

○生産者（佐伯氏）

ＧＡＰそのものは必要であり、大切な手法であるということを前提においたうえで、

どの様に広めていくかということですけれども、基本的には先ほど田中チーフバイヤー

、 、 、 。の方からありましたが 事務局管理ができるところでないと 私は 無理だと思います

個々の経営体にＧＡＰ手法を入れて、内部規定から文書管理の責任までしていくという

のは、農業就業者６５歳以上が５０％を超えようとしている日本農業の実態のなかで、

現実的な対応かどうかを冷静に考えてほしいと思うんです。そのため、組織管理できる

仕組みとして、団体、ＪＡ、自治体でも良いのですが、誰かがその事務局の代わりを担

って推進しないと大変ではないか。普及段階では普及センターの職員で良いかもしれな

いけれども、導入段階では、かなり張り付いた責任を取れる体制をどのようにして確保

していくのかが、まず一番大きな課題ですし、そこには人件費も掛かります。それがカ

。 、 ，バーできる経営規模はどれくらいだろうか 私どもが試算している中では 売上げが１

０００万円以下の経営体にＧＡＰ手法を入れても採算は全然合いません。一品目当たり

。 、 ，の認証費用が３５万～４０万掛かっていますから 精々それが限界 できれば売上げ２

０００万円位が欲しいです。その認証費用が妥当かどうかという議論もありますけれど

も。現実に今のところは海外から来て旅費と審査費用がありますから掛かっている。国

内レベルになれば、１０万～１５万下がっていくと思いますが、それ以上は下がらない

ところがありますから。国としていわゆる日本の農業を支える構造をどこにもっていく

のかという議論がされていないのですが、一説には４０万経営体でできるじゃないかと

いう話もあります。４０万経営体ぐらいになれば、それはそれで、例えば、今の農政関

係に携わる事務員（道庁・農政事務所職員など）が、事務局管理の仕事を買って出るぐ

らいのことはできないものかとも感じております。民間ではなく、行政が事務的役割に

おいて費用負担をすることも考えられるのではないかとも思います。広めるための考え

方はいくつもあると思いますが一例として発言させていただきました。

○コーディネーター



- 29 -

ありがとうございます。

それでは、食品事業者の側から見てコープさっぽろの田中様のご発言をお願いしたい

と思います。

○食品事業者（田中氏）

私ども日本生協連の方で「産直事業委員会」というのがございまして、全国１２の単

協・事業連合で構成されております。当初の議論の中では、こういった品質保証システ

ムを作るにあたって、それぞれの生協が独自の基準を持っていました。産地が一つで取

引生協が三つ四つというところが沢山ありまして、産地サイドからは 「基準・規範を、

１つにして欲しい」との要望がありまして、今回やっと、全国の生協が同じ基準、同じ

点検というやり方を取った。これは、ある意味で産地での普及要因になるのではないか

と思います。Ａ生協、Ｂ生協が皆違ったのでは仕組みは普及しないというふうに思って

おります。

この間、この仕組みを普及するために、日本生協連の方でも点検者の目揃い会という

のを何回も続けてやる覚悟でおりますし、春と秋の産直交流集会には 「ここ何年間は、

適正農業規範・生産工程に関してどう進んでいますか」との先進事例の発表と意見交流

会を継続的に実施してきております。３年～４年ぐらい前であれば、農業規範とは何か

というのが多くて全然知られていませんでしたが、今は、ほぼ参加される産地の方は、

用語の統一理解というのは進んできています。そういったことから、徐々に進んでいく

のではないかと思います。消費者・組合員様に対しては、こうした交流集会に参加いた

だくなど、交流を地道に続けることが必要だというふうに思っております。とにかく難

しい言葉があるんですけれども、言葉ではなくて、具体的にある工程で「産地はこうい

ったことをやっています」ということをいろいろな可能性を試し、消費者の皆さんへ様

々な媒体を活用し、広く伝えていきたいと考えております。

○コーディネーター

ありがとうございます。

ただ今、４名の方から、ＧＡＰを広めるために店頭での取組や、事務局体制に関して

のお話なども出されましたが、店頭での表示なり宣伝に関して、行政の側でコメントを

いただきたいと思いますが、椿谷主幹の方からお願いいたします。

○北海道（椿谷主幹）

、 、 、店頭での表示については 小売店側の取組になると思いますが ＪＧＡＰについては

表示は認められるということも聞いたことがありますし、その辺は表示できる部分は表

示して消費者に対して説明していっていただきたいと思います。

北海道としては、ＧＡＰを広めるため、導入するために、普及・啓発の取組を進めて

きております。様々な機会をとらえて普及・啓発をしておりますが、今後においても、

セミナー等を開催していきたいと思っております。また、ＪＡグループが進めている生

産履歴記帳運動を拡大するような形で、最初は項目数の少ない簡易なＧＡＰの方から進

めていく。すでにＧＡＰを実施中あるいは直ぐに本格的なＪＧＡＰとかを取り組みたい
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としている産地に対しては、普及指導員等による技術的な支援をしていきたいと考えて

おります。農政事務所の交付金になりますが、モデル的な取組に対しては、活動に対す

る経費の支援も考えております。道としてはＧＡＰの種類がいっぱいありますが、特に

どのＧＡＰを普及するというのではなくて、それぞれの産地の生産者がめざすＧＡＰの

導入に支援していきたいというふうに考えております。

〔会場との意見交換〕

○コーディネーター

ありがとうございます。時間が押しておりますので、ここで、会場の皆様に参加をい

ただいて意見交換を行いたいと思います。ＧＡＰに絞らせていただき、意見交換を進め

ますが、ご発言される方は挙手をお願いいたします。マイクをお持ちしますので、お名

前と差し支えなければ所属をお願いしたいと思います。どうぞ。

〔質問〕

○発言者１

、 、 、ＧＡＰ工程管理において 衛生面から 水の管理まで大腸菌数までチェックするとか

農業生産者の管理というより、加工業者の管理に近いのではないかとのイメージがあり

ます。水の管理はどのようにされているのか聞きたいと思います。もう一点は、農作業

（ ） 、における怪我 出血 への対応ではブドウ状球菌の問題を意識した条件かと思いますが

農業生産者にそこまで要求するのは難しいのではないか。また、農作業においてホコリ

をかぶるということをどこまで防止できるのかを知りたいと思います。

〔回答〕

○食品事業者（田中氏）

前段の情報提供において話をしたイチゴの農協の事例でして、生産者が持ち込んだ農

協のパックセンターの規範のことなんです。つまり、生で食べるイチゴが消費者側から

見たときのリスクと考え、当該農協において規範として定めていることを一例として紹

介しました。

〔回答〕

○北海道農政事務所（森下係長）

ＧＡＰ工程管理については、国としては、まず基礎ＧＡＰを取り組んでもらいたいと

思います。製造においてはＧＭＰ（適正製造規範）で対応もされているところでござい

ます。

〔質問〕

○発言者２

生産工程管理サイクルＰ・Ｄ・Ｃ・Ａについて、ＪＡ等の組織も実践と平行してチェ
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ックしていくことが必要だと思いますが、いかがでしょうか。

〔回答〕

○北海道農政事務所（森下係長）

ＧＡＰは、農作業を行っていく段階において、チェックリスト等によってそれぞれの

作業を記録していく。農作業ですので、どうしても気候ですとかその年に合わせて瞬時

に対応していく状況も当然生まれてくると思います。それらについては、当初計画され

ていなかった部分についても、記録をしていくなかでの点検の評価を行い、見直しもあ

る。すべて終わってからの評価だけではなく、その時々に応じて対応していくというこ

とが必要です。そのことにより、次回の生産に向けて産地で工夫・改善していくことに

なるかと思います。

〔回答〕

○農林水産省消費・安全局農産安全管理課生産安全班（伊澤課長補佐）

今、興味深い議論を聞かせていただきまして、いくつか補足をさせていただきたいと

思います。

議論にありましたチェックのところですが、チェックの考え方は、大きく２つあり、

１つには、決めた管理点をきちんと守っているかどうかをチェックしたかどうか。２つ

目には、決めた管理点が良かったのかどうか。不足するものがなかったのかどうかであ

ります。

全部終わった後に確認して、もし問題があるようであれば、翌年に向けてチェックポ

イント自体の追加、書き方の見直し、不要なものは落とすことなど、チェックして、反

映することが必要で、チェック・アクションという流れになると思います。

もう一つは 「水の管理やホコリの管理をどこまでやるのか」というお話がありまし、

た。基本的にはＧＡＰ手法を取り組んでいただく農家の方が、どれくらいの管理をすれ

ば良いのかということを、それぞれが考えていただくということになります。売り先の

要望に応じて、例えば 「生で食べるのでホコリ一つ付いてはいけない」とか 「食べる、 、

前に洗うし、茹でるので、多少のホコリは良いですよ」という場合もあると思います。

要望に応じて、どれくらいの管理をすれば良いのかについては、それぞれのところで検

討していただくということだろうと思います。水については、水道水を使うのであれば

安全ですが、井戸水を使っているようなところがあります。この井戸水を飲用している

ところは、年に数回の大腸菌のチェックをしていることになろうかと思いますが、そう

ではないところについては、安全かどうかがわからないことから、例えば毎年チェック

をする。あるいは、水遣りのときだけに使用して、最後の野菜を洗うときには使わない

ようにする管理もあろうかと思います。ホコリについても「全然気にしない」というと

ころから、例えば 「下は土間じゃなくしましょう」というところもあるでしょう。あ、

るいは 「覆いをかぶって風が入って舞い上がらないようにしましょう」というふうな、

やり方はいくつもあると思います。そのうち、どれを選択すればよいのかということを

含めて検討していただければ良いのかと考えております。
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○コーディネーター

ここでパネルディスカッションならびに意見交換会を終了したいと思います。

本日の議論の中では、ＧＡＰの必要性については、現在、価格に上乗せするという状

況にはなっておりませんけれども、安全性が認められる基準として、あるいは、消費者

の安全性確保の要望に対応するために、そして生産者の自己防衛であるとか経営の効率

化、自信を持って農産物をお届けできるということ。さらには、取引先に信用を得ると

いう観点から非常に有用であるということが理解できたと思います。まだまだ、普及に

ついては、生産者にも消費者にも十分知れ渡っておりませんので、行政、生産者、消費

。 、者の皆さんが共通言語となるようにそれぞれがＰＲに努めていきたいと思います 是非

会場の皆様も農産物の安全性の確保、品質改善などのために、ＧＡＰを広めていただく

ようお願いしたいというふうに思います。

本日のご参加ありがとうございました。パネリストの皆様、大変ありがとうございま

した。

以上を持ちまして「安全な農産物を食卓へ～ＧＡＰ手法に関する意見交換会」を終了

いたします。なお、お帰りの際にはアンケートを回収いたしますのでご協力をお願い申

し上げます。

以 上


